合併協議資料（第１回）

協議第１号　合併の方式について

　社会福祉法人上野市社会福祉協議会、社会福祉法人伊賀町社会福祉協議会、社会福祉法人島ヶ原村社会福祉協議会、社会福祉法人阿山町社会福祉協議会、社会福祉法人大山田村社会福祉協議会、社会福祉法人青山町社会福祉協議会を廃し、その区域をもって新社会福祉協議会を設置する新設合併とする。

協議第２号　新社会福祉協議会の名称について
　　　　新社会福祉協議会の名称は、社会福祉協議会に新市名を冠するものとする。
